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平成３０年度現任保育士等研修事業実施要領

１ 目 的 保育及び給食に関する知識及び技術の修得を通して，保育所等の職員の資質の
向上，ひいては本県における保育内容及び給食内容の向上を図ることを目的とす
る。

２ 研修内容

研 修 名 研 修 内 容

現任保育士研修 保育内容の向上に資するための講義，演習及び実習とする。

給食関係者研修 給食業務の改善及び食育の実施に関する研究発表，調理実習，保育
所給食指導を含めることとする。

３ 研修構成 研修計画策定委員会を設置し，研修内容の検討を行う。「階層別研修」と
「専門分野別研修（給食担当者研修含む。）」に分けて実施する。

４ 研修方法，対象等

研修 受講
研 修 名 等 対 象 者（※） 備 考

日数 者数

階層別
①新任保育士研修 ３年未満の保育士等

研 修
各研修は，「保

②乳児保育担当者研修 乳児保育担当者等 育士等キャリアア
専 ップ研修」で実施

選 ③特別支援保育担当者研修 特別支援保育担当者等 各 各 しない分野につい
門 １日 180 て実施するものと

④子育て支援担当者研修 地域子育て支援担当者等 以上 人 する。
分 択 「人権を大切に

⑤健康及び安全研修 する保育」に関す
野 る内容を組み込

事 ⑥保護者支援研修 む。
別 保育士等

⑦アレルギー及び食育研修
研 業

⑧保育実践研修
修

必須 ⑨保育所給食担当者研修 給食担当者等 １日 200
事業 人

※対象者は，保育所，認定こども園及び地域型保育事業の保育士等とする。また，幼稚園に勤め
る幼稚園教諭も対象とすることとし，おおむね各研修の定員のうち30名を定員として割り当て
るものとする（⑨を除く。）。

５ 講 師 関係機関における専門家の指導助言を得る。

６ 経 費 対象経費は，賃金，報償費，旅費，需用費，役務費，委託料，使用料及び
賃借料とする。
なお，事業に係る収入及び支出の状況を他の経費と明確に区分して経理し

なければならない。
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平成３０年度保育士等キャリアアップ研修事業実施要領

１ 目的

保育現場において専門的な対応が求められる分野の研修を行い，リーダー的職員の育成を

図ることを目的とする。

２ 業務内容

（１） 研修の実施

ア 研修対象者

（ア）県内の保育所，認定こども園，幼稚園及び地域型保育事業所で勤務する又は勤務を予

定している職員

（イ）県内の幼稚園に勤務する幼稚園教諭

イ 研修の内容

（ア）「保育士等キャリアアップ研修ガイドライン」（平成２９年４月１日雇児保発０４０

１第１号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知「保育士等キャリアアップ研修

の実施について」別紙。以下「ガイドライン」という。）３（１）に定める専門分野別

研修６分野及びマネジメント研修を実施すること。

（イ）定員規模は実施する研修分野ごとに１８０名を確保すること。

（ウ）研修内容は，ガイドラインの別添１「分野別リーダー研修の内容」のとおりとし，

「ねらい」及び「内容」欄に掲げる内容を満たすこと。

（エ）研修回数は，定員規模を満たす回数を実施すること。

（オ）研修の講師は，指定保育士養成施設の教員又は研修内容に関して，十分な知識及び経

験を有する者とすること。

（カ）研修の実施に当たっては，講義形式のほか，演習やグループ討議等を組み合わせ，受

講者が主体的に研修に参加でき，知識や技能を修得できるよう工夫すること。

（２） 研修の企画及び運営

ア 研修計画の作成

契約後，研修計画を速やかに作成すること。

イ 研修日程の設定及び研修会場の確保

受講者が研修を受講しやすい日程，時間を設定すること。

受講者が研修を受講しやすいよう公共交通機関等を利用しやすい会場又は自家用車での

受講に支障がない規模の駐車場のある会場を設定すること。

ウ 研修講師の選定，確保及び連絡調整

研修講師は，略歴，資格，実務経験，学歴等に照らして選定すること。

日程調整等の連絡を行うこと。

エ 研修資料等

研修のために講師や受託者が作成した資料は，本委託業務の経費で印刷し配布すること。

なお，教材を使用する場合の経費は受講者負担とし，受講者に過度の負担にならないよ

う考慮すること。

オ 研修申込みの取りまとめ

研修申込みは，各施設から参加希望者の推薦順位をつけて募集し，研修希望者が定員を

上回った場合は，「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」(平成２７年３月３１

日府政共生第３４９号２６文科初第１４６３号雇児発０３３１第１０号内閣府政策統括官

（共生社会政策担当）等連名通知）の処遇改善等加算Ⅱの加算要件であることを踏まえ，
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民間施設の参加希望者を優先する。なお，公立施設の定員枠についても，前年度の受講実

績相当を確保するものとする。

研修申込みの際には，受講者の保育士登録番号，氏名，生年月日，勤務先施設の名称，

住所の情報を確認し，申込者名簿を作成すること。

カ 修了評価に係るレポートの確認

修了評価が実施できるように，修了評価に係るレポート等を作成し，受講者に提出させ，

研修終了後に一式を取り揃えた上で県に提出すること。

キ 受講状況管理，受講者名簿の県への送付

受講者の受講状況について受講者名簿を作成し，研修修了後に「修了した研修分野」，

「修了証番号」及び「修了年月日」を県に提出すること。

ク その他研修の実施に伴い発生する業務

① 開催案内の作成，発送

② 研修の募集，周知，

③ 受講者の決定及び受講決定，開催通知等の送付

④ 研修に必要な設備，教材，機器等の準備

⑤ 受付（受講者の本人確認）及び出席状況の管理（遅刻，欠席，途中退席等）

⑥ 司会進行，講師への対応等研修当日の運営

⑦ 研修実施に伴い発生する諸経費の支払

⑧ 研修実施後の実績報告書の作成

３ 留意事項

（１）個人情報の取扱い

本業務は，個人情報を多く取り扱うため，委託業務の履行に当たっては，個人の権利利

益を侵害することのないよう，個人情報の取扱いを慎重かつ適切に行わなければならない。

また，本仕様書に基づく業務を行うに当たっては，別記「個人情報取扱特記事項」を遵

守すること。

受託者は，本業務により知り得た情報などを他のものに漏えいしてはならない。本業務

の契約が終了し，又は解除された後においても同様とする。

（２）協議事項

次の事項については，県と協議すること。

① やむを得ない事情等により，本要領の変更を必要とする場合

② 本要領に記載されていない事項が発生した場合

③ 委託業務において質疑が生じた場合

（３）対象経費

研修業務に必要な報酬，賃金，報償費，旅費，需用費（消耗品費，食糧費），役務費

（通信運搬費），使用料，賃借料（会場使用料，賃借料）等及びこれらの経費に係る消

費税を対象とする。
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平成２９年度放課後児童支援員等資質向上研修会実施要綱

１ 目 的 放課後児童健全育成事業を実施する上で，子供たちの健康や安全管理に十分気を

配り，それぞれの成長段階に応じた育成支援を行う放課後児童支援員等や関係者の

資質の向上を図ることを目的とする。

２ 実施方法 講議・実践形式

３ 主 催 徳島県，徳島県学童保育連絡協議会

４ 対 象 者 放課後児童支援員，補助員，保護者，地域運営委員，行政担当者等

５ 日 時 平成３０年２月１８日（日） 午前１０時から午後３時まで

６ 会 場 ふれあい健康館（徳島市沖浜東２丁目１６番地）

７ 内 容

［午前の部（午前１０時から正午まで）］※中堅者・リーダー（経験年数５年以上）向け研修

研修１ 講演内容 〈発達障がいのある子どもの理解と支援〉

講師 井上 とも子 氏（鳴門教育大学教授）

会場 第２会議室（定員７２名）

研修２ 講演内容 「児童虐待の現状と対応について」

講師 小倉 高幸 氏（徳島県中央こども女性相談センター次長）

会場 第１会議室（定員４８名）

研修３ 講演内容 「食物アレルギーの基礎知識と食事バランスについて」

講師 野間 智子 氏（とくしま食育推進研究会代表）

会場 第４会議室（定員４２名）

［午後の部（午後１時から３時まで）］※初任者（経験年数５年未満）向け研修

研修４ 講演内容 〈発達障がいのある子どもの理解と支援〉

講師 井上 とも子 氏（鳴門教育大学教授）

会場 第１会議室（定員４８名）

研修５ 講演内容 「児童期の発達理解」

講師 寒川 伊佐男 氏（徳島文理大学名誉教授）

会場 第２会議室（定員７２名）

研修６ 講演内容 「食物アレルギーの基礎知識と食事バランスについて」

講師 野間 智子 氏（とくしま食育推進研究会代表）

会場 第４会議室（定員４２名）

８ 日 程 9:30 10:00 12:00 13:00 15:00

受付 午前の部 昼食・ 午後の部

（研修１～３のいず 午後受付 （研修４～６のいずれ

れかを選択） かを選択）
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ce
n
te
r　

A
ka
m
a
ts
u

○
徳

島
市

ピ
ー
ン
ス
タ
ー
ク
保
育
園

と
く
し
ま

1 2 3 4

○○
阿

南
市

S
ta
rr
y
保
育
園

○
徳

島
市

ニ
チ
イ
キ
ッ
ズ
北
た
み

や
保
育
園

徳
島

市
イ
オ
ン
ゆ

め
み

ら
い
保
育
園
 
徳
島

6

事
業

所
内

設
置

型

○
徳

島
市

（
仮
称

）
カ
ラ
ー
ズ
イ
ン
タ
ー
ナ

シ
ョ
ナ

ル
南
沖
州

株
式

会
社

昌
栄

(2
0
18
年

１１
月

)
住

宅
地

型

○
美

馬
市

ソ
ー
レ
・イ

ン
タ
ー
ナ

シ
ョ
ナ

ル
保
育
園

脇
町
園

一
般

社
団

法
人

民
間

教
育

健
全

育
成

協
会

2
0
18
年

9
月

2
0
18
年

9
月

2
6
日

株
式

会
社
ア
イ
グ

ラ
ン

2
0
18
年

4
月

住
宅

地
型

○
北

島
町

ソ
ー
レ
・イ

ン
タ
ー
ナ

シ
ョ
ナ

ル
保
育
園

北
島
園

一
般

社
団

法
人

民
間

教
育

健
全

育
成

協
会

2
0
18
年

4
月

事
業

所
内

設
置

型

企
業

主
導

型
保

育
施

設
一

覧

○
徳

島
市

ヨ
コ
ミ
ネ
式
保
育
園

○
徳

島
市

協
立
病
院
事
業
所
内
保
育
所

利
用

状
況

（
地
域
枠

の
内
数

は
不
明

）

合
同

会
社
ネ
ク
ス
ト
Ｄ

2
0
16
年

8
月

駅
等

近
接

型

医
療

法
人

清
和

会
2
0
17
年

4
月

住
宅

地
型

報
告

時
点

医
療

法
人
　

樫
水

会
2
0
16
年

12
月

大
型

施
設

型

学
校

法
人

穴
吹

学
園

2
0
17
年

8
月

病
院

・介
護

施
設
・学

校
内

設
置

型

ソ
ー
レ
・イ

ン
タ
ー
ナ

シ
ョ
ナ

ル
保
育
園

藍
住
園

○
藍

住
町

一
般

社
団

法
人

民
間

教
育

健
全

育
成

協
会

2
0
18
年

4
月

事
業

所
内

設
置

型
2
0
18
年

8
月

2
8
日

○
北

島
町

カ
ラ
ー
ズ
イ
ン
タ
ー
ナ

シ
ョ
ナ

ル
北
島
園

○
小

松
島

市
カ
ラ
ー
ズ
イ
ン
タ
ー
ナ

シ
ョ
ナ

ル
小
松
島
園

○
徳

島
市

あ
な

か
れ

ほ
い
く
え
ん
徳
島

医
療

法
人

松
風

会
江

藤
病

院
2
0
18
年

1月

株
式

会
社
と
き
わ

2
0
17
年

10
月

住
宅

地
型

株
式

会
社
H
A
C
O

2
0
18
年

1月
住

宅
地

型

病
院

・介
護

施
設
・学

校
内

設
置

型

大
塚

製
薬

株
式

会
社

2
0
18
年

4
月

工
業

団
地

型
・商

業
団

地
型

赤
松

化
成

工
業

株
式

会
社

2
0
18
年

4
月

事
業

所
内

設
置

型

事
業

所
内

設
置

型

設
置

者
運

用
開

始
月

設
置

パ
タ
ー

ン

○
徳

島
市

ソ
ー
レ
・イ

ン
タ
ー
ナ

シ
ョ
ナ

ル
保
育
園

三
軒
屋
園

一
般

社
団

法
人

民
間

教
育

健
全

育
成

協
会

2
0
18
年

9
月

住
宅

地
型

2
0
18
年

7
月

1日

2
0
18
年

6
月

18
日

2
0
18
年

7
月

1日

整
備

助
成

所
在

地
保
育
施
設
名

株
式

会
社
ニ

チ
イ
学

館
2
0
17
年

4
月

住
宅

地
型

イ
オ
ン
モ
ー

ル
株

式
会

社
2
0
17
年

4
月
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「
児
童
館
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
の
改
正
に
つ
い
て
（
平
成
3
0
年
1
0
月
策
定
）

○
児
童
館
の
運
営
や
活
動
が
地
域
の
期
待
に
応
え
る
た
め
の
基
本
的
事
項
を
示
し
、
望
ま
し
い
方
向
を
目
指
す
も
の
と
し
て
、

平
成
2
3
年
３
月
に
児
童
館
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
発
出
し
た
。

〇
そ
の
後
、
改
正
・
施
行
さ
れ
た
児
童
福
祉
法
な
ど
の
子
ど
も
の
健
全
育
成
に
関
す
る
法
律
と
の
整
合
や
今
日
的
課
題
に
対

応
す
る
児
童
館
活
動
の
現
状
を
踏
ま
え
た
児
童
館
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
見
直
し
が
課
題
と
な
っ
た
。

〇
社
会
保
障
審
議
会
児
童
部
会
「
遊
び
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
に
関
す
る
専
門
委
員
会
」
（
平
成
2
7
年
５
月
設
置
）
及
び
同
委
員
会

に
設
置
さ
れ
た
「
今
後
の
地
域
の
児
童
館
等
の
あ
り
方
検
討
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
」
（
平
成
2
9
年
２
月
設
置
）
に
お
い
て
、

児
童
館
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
見
直
し
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
「
児
童
館
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
改
正
案
を
と
り
ま
と
め
た
。

児
童
館
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
発
出
・
改
正
の
経
緯

1

児
童
館
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
改
正
の
ポ
イ
ン
ト

※
従
前
の
児
童
館
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
６
項
目
2
5
節
・
約
5
,5
0
0
字
か
ら
、
９
章
構
成
、
3
9
項
目
・
約
1
4
,7
0
0
字
に
拡
充
す
る
と
と
と
も
に
、
児
童
館
職
員
が

具
体
的
に
参
考
に
な
る
よ
う
な
内
容
及
び
平
易
な
文
章
表
現
に
し
た
。

地
域
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
に
資
す
る
児
童
福
祉
施
設
と
し
て
の
児
童
館
の
更
な
る
機
能
拡
充
を
目
指
し
、

平
成
3
0
年
1
0
月
、
改
正
「
児
童
館
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
自
治
体
あ
て
に
通
知
し
た
。

•
児
童
福
祉
法
改
正
及
び
児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約
の
精
神

に
の
っ
と
り
、
子
ど
も
の
意
見
の
尊
重
、
子
ど
も
の
最
善
の
利
益

の
優
先
等
に
つ
い
て
示
し
た
。

•
児
童
福
祉
施
設
と
し
て
の
役
割
に
基
づ
い
て
、
児
童
館
の
施
設

特
性
を
新
た
に
示
し
、
①
拠
点
性
、
②
多
機
能
性
、
③
地
域
性

の
３
点
に
整
理
し
た
。

•
子
ど
も
の
理
解
を
深
め
る
た
め
、
発
達
段
階
に
応
じ
た
留
意
点

を
示
し
た
。

•
児
童
館
の
職
員
に
対
し
、
配
慮
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
へ
の
対
応

と
し
て
、
い
じ
め
や
保
護
者
の
不
適
切
な
養
育
が
疑
わ
れ
る
場
合

等
へ
の
適
切
な
対
応
を
求
め
た
。

•
子
育
て
支
援
の
実
施
に
つ
い
て
、
乳
幼
児
支
援
や
中
・
高
校
生

世
代
と
乳
幼
児
の
触
れ
合
い
体
験
の
取
組
の
実
施
等
内
容
を
追

加
し
た
。

•
大
型
児
童
館
の
機
能
・
役
割
に
つ
い
て
新
た
に
示
し
た
。
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１
理
念
児
童
館
は
、
児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約
の
精
神
及
び
児
童
福
祉
法
の
理
念
に
の
っ
と
り
、
年
齢
及
び
発
達
の
程
度
に
応
じ
て
、
子
ど
も
の
意
見
を
尊
重
し
、
子
ど
も
の
最

善
の
利
益
が
優
先
し
て
考
慮
さ
れ
る
よ
う
子
ど
も
の
育
成
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
目
的
児
童
館
は
、
1
8
歳
未
満
の
す
べ
て
の
子
ど
も
を
対
象
と
し
、
地
域
に
お
け
る
遊
び
及
び
生
活
の
援
助
と
子
育
て
支
援
を
行
い
、
子
ど
も
の
心
身
を
育
成
し
情
操
を
ゆ
た
か
に

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
施
設
で
あ
る
。

３
施
設
特
性

〇
児
童
館
は
、
子
ど
も
が
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
や
状
況
に
か
か
わ
り
な
く
、
自
由
に
来
館
し
て
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
児
童
福
祉
施
設
で
あ
る
。

〇
子
ど
も
に
と
っ
て
、
遊
び
は
生
活
の
中
の
大
き
な
部
分
を
占
め
、
遊
び
自
体
の
中
に
子
ど
も
の
発
達
を
増
進
す
る
重
要
な
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
。

〇
児
童
館
の
特
性
に
は
、
①
拠
点
性
、
②
多
機
能
性
、
③
地
域
性
が
あ
る
。

４
社
会
的
責
任
子
ど
も
の
権
利
擁
護
／
活
動
内
容
に
つ
い
て
の
説
明
責
任
／
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
や
秘
密
保
持
／
苦
情
対
応
等

第
１
章

総
則
【
新
設
】

2

改
正
児
童
館
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
概
要

①

○
児
童
館
で
は
、
そ
の
対
象
と
な
る
乳
幼
児
期
、
児
童
期
、
思
春
期
の
子
ど
も
の
発
達
の
特
徴
や
過
程
を
理
解
し
、
発
達
の
個
人
差
を
踏
ま
え
て
、
一
人
ひ
と
り
の
心
身
の
状
態
を
把

握
し
な
が
ら
子
ど
も
の
育
成
に
努
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

第
２
章

子
ど
も
理
解
【
新
設
】

１
遊
び
及
び
生
活
を
通
し
た
子
ど
も
の
発
達
の
増
進
遊
び
及
び
生
活
の
場
で
の
継
続
的
な
関
わ
り
を
通
し
て
適
切
な
支
援
を
し
、
発
達
の
増
進
に
努
め
る
こ
と
。

２
子
ど
も
の
安
定
し
た
日
常
の
生
活
の
支
援

子
ど
も
の
遊
び
の
拠
点
と
居
場
所
と
な
る
こ
と
を
通
し
て
、
子
ど
も
の
安
定
し
た
日
常
の
生
活
を
支
援
す
る
こ
と
。

３
子
ど
も
と
子
育
て
家
庭
が
抱
え
る
可
能
性
の
あ
る
課
題
の
発
生
予
防
・
早
期
発
見
と
対
応

子
ど
も
と
子
育
て
家
庭
の
課
題
の
発
生
を
予
防
し
、
か
つ
早
期
発
見
に
努
め
、
専
門
機
関
と
連
携
し
て
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
。

４
子
育
て
家
庭
へ
の
支
援

子
育
て
家
庭
に
対
す
る
相
談
・
援
助
を
行
い
、
子
育
て
の
交
流
の
場
を
提
供
し
、
地
域
に
お
け
る
子
育
て
家
庭
を
支
援
す
る
こ
と
。

５
子
ど
も
の
育
ち
に
関
す
る
組
織
や
人
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
推
進
地
域
組
織
活
動
の
育
成
を
支
援
し
、
地
域
の
子
ど
も
を
健
全
に
育
成
す
る
拠
点
と
し
て
の
役
割
を
担
う
こ
と
。

第
３
章

児
童
館
の
機
能
・
役
割

１
遊
び
に
よ
る
子
ど
も
の
育
成

子
ど
も
が
遊
び
に
よ
っ
て
心
身
の
健
康
を
増
進
し
、
知
的
・
社
会
的
能
力
を
高
め
、
情
緒
を
ゆ
た
か
に
す
る
よ
う
援
助
す
る
こ
と
。
子
ど
も
が
自
ら
遊
び
を
作
り
出
し
た
り
遊
び
を
選
択

し
た
り
す
る
こ
と
を
大
切
に
す
る
こ
と
。

２
子
ど
も
の
居
場
所
の
提
供

子
ど
も
が
安
全
に
安
心
し
て
過
ご
せ
る
居
場
所
と
な
る
た
め
、
自
己
効
力
感
や
自
己
肯
定
感
が
醸
成
で
き
る
よ
う
な
環
境
づ
く
り
に
努
め
る
と
と
も
に
、
子
ど
も
の
自
発
的
な
活
動
を

尊
重
し
、
必
要
に
応
じ
て
援
助
を
行
う
こ
と
。
中
・高
校
生
世
代
も
利
用
で
き
る
施
設
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
実
際
に
利
用
可
能
な
環
境
づ
く
り
に
努
め
る
こ
と
。

３
子
ど
も
が
意
見
を
述
べ
る
場
の
提
供

子
ど
も
の
意
見
が
尊
重
さ
れ
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
。
児
童
館
の
活
動
や
地
域
の
行
事
に
子
ど
も
が
参
加
し
て
自
由
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
子
ど
も
の
話

し
合
い
の
場
を
計
画
的
に
設
け
、
自
分
た
ち
で
活
動
を
作
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
援
助
す
る
こ
と
。

第
４
章

児
童
館
の
活
動
内
容
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3

改
正
児
童
館
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
概
要

②

４
配
慮
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
へ
の
対
応

障
害
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
子
ど
も
同
士
が
お
互
い
に
協
力
で
き
る
よ
う
活
動
内
容
や
環
境
に
つ
い
て
配
慮
す
る
こ
と
。
家
庭
や
友
人
関
係
等
に
悩
み
や
課
題
を
抱
え
る
子
ど
も
へ

の
対
応
、
不
適
切
な
養
育
等
や
虐
待
が
疑
わ
れ
る
場
合
、
子
ど
も
に
福
祉
的
な
課
題
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
関
係
機
関
等
と
の
連
携
に
よ
り
、
適
切
な
支
援
を
行
う
こ
と
。

障
害
の
あ
る
子
ど
も
の
利
用
に
当
た
っ
て
は
、
合
理
的
配
慮
に
努
め
る
こ
と
。

５
子
育
て
支
援
の
実
施

子
ど
も
と
保
護
者
が
自
由
に
交
流
で
き
る
場
を
提
供
し
交
流
を
促
進
す
る
こ
と
。
乳
幼
児
を
対
象
と
し
た
活
動
の
実
施
や
、
乳
幼
児
と
中
・
高
校
生
世
代
等
と
の
触
れ
合
い
体
験
の
取

組
を
推
進
す
る
こ
と
。
地
域
の
子
育
て
支
援
の
包
括
的
な
相
談
窓
口
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
。

６
地
域
の
健
全
育
成
の
環
境
づ
く
り

児
童
館
活
動
に
関
す
る
理
解
や
協
力
が
得
ら
れ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
地
域
全
体
で
健
全
育
成
を
進
め
る
環
境
づ
く
り
に
努
め
る
こ
と
。
児
童
館
が
な
い
地
域
に
出
向
い
た
り
し
て
、
遊

び
や
児
童
館
で
行
う
文
化
的
活
動
等
の
体
験
の
機
会
を
提
供
す
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
。

７
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
の
育
成
と
活
動
支
援

子
ど
も
が
児
童
館
や
地
域
社
会
で
自
発
的
に
活
動
で
き
る
よ
う
に
支
援
す
る
こ
と
。
中
・
高
校
生
世
代
、
大
学
生
等
を
対
象
と
し
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
育
成
や
職
場
体
験
、
施
設
実
習

の
受
け
入
れ
な
ど
に
努
め
る
こ
と
。

８
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
実
施
と
連
携

児
童
館
で
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
を
実
施
す
る
場
合
に
は
、
「
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
及
び
「
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
運
営
指
針
」
に
基
づ
い
て

行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
。

第
４
章

児
童
館
の
活
動
内
容
（
続
き
）

１
児
童
館
活
動
及
び
運
営
に
関
す
る
業
務

児
童
館
の
目
標
や
事
業
計
画
、
活
動
計
画
の
作
成
／
遊
び
の
環
境
と
施
設
の
安
全
点
検
、
衛
生
管
理
、
清
掃
や
整
理
整
頓
／
活
動
や
事
業
の
結
果
の
職
員
間
で
の
共
有
・
振
り

返
り
／
会
議
・
打
合
せ
／
利
用
状
況
や
活
動
内
容
、
業
務
の
実
施
状
況
や
施
設
の
管
理
状
況
等
の
記
録
／
広
報
活
動

２
館
長
の
職
務

利
用
者
の
把
握
と
運
営
統
括
／
児
童
厚
生
員
の
業
務
の
円
滑
化
／
地
域
の
社
会
資
源
等
と
の
連
携
／
苦
情
や
要
望
へ
の
対
応
／
子
育
て
に
関
す
る
相
談
対
応
や
関
係
機
関
と

の
連
携
／
保
護
者
へ
の
連
絡

３
児
童
厚
生
員
の
職
務

子
ど
も
の
育
ち
・
子
育
て
に
関
す
る
地
域
の
実
態
把
握
／
子
ど
も
の
遊
び
の
援
助
や
子
ど
も
と
子
ど
も
集
団
の
主
体
的
な
成
長
へ
の
支
援
／
特
に
援
助
が
必
要
な
子
ど
も
へ
の
支

援
／
子
ど
も
の
遊
び
や
生
活
の
環
境
の
整
備
／
児
童
虐
待
防
止
の
た
め
の
保
護
者
等
へ
の
情
報
提
供
、
早
期
発
見
／
配
慮
が
必
要
と
さ
れ
る
子
ど
も
の
個
別
記
録
の
作
成
／
子

育
て
に
関
す
る
相
談
対
応

４
児
童
館
の
職
場
倫
理

倫
理
規
範
の
遵
守
（
子
ど
も
の
人
権
尊
重
・
権
利
擁
護
、
子
ど
も
の
性
差
・
個
人
差
の
配
慮
、
国
籍
や
信
条
等
に
よ
る
差
別
的
な
取
扱
い
の
禁
止
、
子
ど
も
に
身
体
的
・
精
神
的
苦
痛

を
与
え
る
行
為
の
禁
止
、
個
人
情
報
・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
、
保
護
者
や
地
域
住
民
と
の
信
頼
関
係
の
構
築
）
／
身
だ
し
な
み
へ
の
留
意
／
倫
理
規
範
の
明
文
化

５
児
童
館
職
員
の
研
修

児
童
館
の
職
員
や
運
営
主
体
が
積
極
的
に
資
質
向
上
に
努
め
る
こ
と
／
運
営
主
体
や
市
町
村
・
都
道
府
県
に
よ
る
研
修
の
実
施
／
研
修
の
日
常
活
動
へ
の
反
映

第
５
章

児
童
館
の
職
員
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4

改
正
児
童
館
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
概
要

③

１
設
備

集
会
室
、
遊
戯
室
、
図
書
室
等
や
事
務
執
行
に
必
要
な
設
備
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
た
設
備
や
備
品
を
設
け
る
こ
と
。
乳
幼
児
や
障
害
の
あ
る
子
ど
も
の
利
用
に
当

た
っ
て
、
安
全
を
確
保
す
る
と
と
も
に
利
用
し
や
す
い
環
境
に
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。

２
運
営
主
体
子
ど
も
の
福
祉
や
地
域
の
実
情
を
理
解
し
、
安
定
し
た
財
政
基
盤
と
運
営
体
制
を
有
し
、
継
続
的
・安
定
的
に
運
営
で
き
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
運
営
内
容
に
つ
い
て
自

己
評
価
及
び
結
果
の
公
表
に
努
め
、
利
用
者
や
地
域
住
民
等
の
意
見
を
取
り
入
れ
る
こ
と
。
可
能
な
限
り
第
三
者
評
価
を
受
け
る
こ
と
。

３
運
営
管
理

地
域
の
実
情
に
合
わ
せ
て
開
館
日
や
開
館
時
間
を
設
定
す
る
こ
と
。
利
用
す
る
子
ど
も
に
つ
い
て
の
把
握
・
保
護
者
と
の
連
絡
を
行
う
こ
と
。
運
営
協
議
会
等
を
設
置

す
る
こ
と
。
運
営
管
理
の
規
定
、
責
任
者
を
定
め
、
法
令
を
遵
守
し
職
場
倫
理
を
自
覚
し
て
職
務
に
当
た
る
よ
う
組
織
的
に
取
り
組
む
こ
と
。
要
望
、
苦
情
へ
迅
速
か
つ

組
織
的
な
対
応
を
図
る
こ
と
。
職
員
体
制
と
勤
務
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
。

第
６
章

児
童
館
の
運
営

１
安
全
管
理
・
ケ
ガ
の
予
防
子
ど
も
の
事
故
や
ケ
ガ
防
止
の
た
め
、
安
全
対
策
、
安
全
学
習
、
安
全
点
検
と
補
修
、
緊
急
時
の
対
応
等
に
留
意
し
、
計
画
や
実
施
方
法
を
整
え
て
お
く

こ
と
。

２
ア
レ
ル
ギ
ー
対
策

ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
の
あ
る
子
ど
も
に
は
保
護
者
と
協
力
し
て
適
切
な
配
慮
に
努
め
る
こ
と
。
誤
飲
事
故
や
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
の
発
生
予
防
に
努
め
る
こ
と
。

３
感
染
症
対
策
等

感
染
症
の
発
生
予
防
に
努
め
る
と
と
も
に
、
感
染
症
や
食
中
毒
等
の
発
生
時
の
対
応
方
針
を
あ
ら
か
じ
め
定
め
て
お
く
こ
と
。

４
防
災
・
防
犯
対
策

防
災
・
防
犯
に
関
す
る
計
画
や
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
策
定
し
、
安
全
点
検
・
安
全
確
保
に
関
す
る
情
報
共
有
等
に
努
め
る
こ
と
。
定
期
的
な
避
難
訓
練
等
の
実

施
や
災
害
発
生
時
に
必
要
な
物
品
等
を
備
え
る
こ
と
。
来
館
時
、
帰
宅
時
の
安
全
対
策
に
つ
い
て
保
護
者
・
地
域
と
連
携
し
、
見
守
り
活
動
等
の
実
施

に
取
り
組
む
こ
と
。

５
衛
生
管
理

子
ど
も
の
感
染
症
予
防
や
健
康
維
持
の
た
め
に
施
設
・
設
備
の
衛
生
管
理
を
行
う
こ
と
。
採
光
・
換
気
等
保
健
衛
生
に
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。

第
７
章

子
ど
も
の
安
全
対
策
・
衛
生
管
理
【
新
設
】

１
家
庭
と
の
連
携

家
庭
と
連
絡
を
と
り
適
切
な
支
援
を
行
う
こ
と
。
特
に
援
助
が
必
要
な
子
ど
も
に
は
、
関
係
機
関
等
と
協
力
し
て
継
続
的
に
援
助
を
行
う
こ
と
。

２
学
校
と
の
連
携

児
童
館
の
活
動
や
学
校
の
行
事
、
子
ど
も
の
様
子
等
に
つ
い
て
、
適
切
な
情
報
交
換
を
行
う
こ
と
。
子
ど
も
の
安
全
管
理
上
の
問
題
等
が
発

生
し
た
場
合
、
適
切
な
対
応
が
と
れ
る
よ
う
学
校
と
の
連
絡
体
制
を
整
え
て
お
く
こ
と
。

３
地
域
及
び
関
係
機
関
等
と
の
連
携
地
域
住
民
等
に
積
極
的
に
情
報
提
供
を
行
い
、
信
頼
関
係
を
築
く
こ
と
。
子
ど
も
の
安
全
の
確
保
、
福
祉
的
な
課
題
の
支
援
の
た
め
、
日
頃
よ

り
地
域
の
子
ど
も
の
安
全
と
福
祉
的
な
課
題
に
対
応
す
る
社
会
資
源
と
の
連
携
を
深
め
て
お
く
こ
と
。

第
８
章

家
庭
･学
校
･地
域
と
の
連
携

１
基
本
機
能

大
型
児
童
館
は
、
固
有
の
施
設
特
性
を
有
し
、
子
ど
も
の
健
全
育
成
の
象
徴
的
な
拠
点
施
設
で
あ
る
。
他
の
機
能
を
有
す
る
施
設
と

の
併
設
等
の
場
合
に
も
、
児
童
福
祉
施
設
で
あ
る
児
童
館
の
機
能
が
十
分
に
発
揮
さ
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

２
県
内
児
童
館
の
連
絡
調
整
・
支
援

県
内
児
童
館
の
情
報
の
把
握
や
相
互
利
用
、
運
営
等
の
指
導
、
館
長
や
児
童
厚
生
員
等
の
研
修
、
児
童
館
活
動
の
啓
発
、
地
域
組

織
活
動
等
の
連
絡
調
整
等
、
大
型
児
童
館
相
互
の
連
携
や
積
極
的
な
情
報
交
換
を
行
う
こ
と
。

３
広
域
的
・
専
門
的
健
全
育
成
活
動
の
展
開
県
内
児
童
館
等
で
活
用
で
き
る
各
種
遊
び
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
開
発
、
普
及
を
図
る
こ
と
。
児
童
館
の
な
い
地
域
等
に
出
向
き
、
遊
び
の

提
供
等
に
努
め
る
こ
と
。
優
良
な
児
童
福
祉
文
化
財
の
保
有
や
活
用
、
児
童
福
祉
文
化
を
高
め
る
舞
台
の
鑑
賞
体
験
を
行
う
こ
と
。

第
９
章

大
型
児
童
館
の
機
能
・
役
割
【
新
設
】
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第二期市町村子ども・子育て支援事業計画

における「量の見込み」の算出等の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30年８月 24日 
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1 

 

 はじめに 

 子ども・子育て支援法第 61条において、市町村は、国が示す基本指針（「教育・保育及び

地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・子育て支援給付並びに地域子

ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な実施を確保するための基本的

な指針」（平成 26年内閣府告示第 159号）をいう。以下同じ。）に即して、５年を１期とす

る市町村子ども・子育て支援事業計画（以下「支援事業計画」という。）を定めるものとさ

れている。 

 各市町村（特別区を含む。以下同じ。）においては、平成 27年度を始期とする支援事業計

画の計画期間の終期が平成 31年度（2019年度）であることから、2020年度を始期とする第

二期の支援事業計画を改めて作成する必要がある。 

 そこで、第一期の支援事業計画の作成にあたって示した「市町村子ども・子育て支援事業

計画における「量の見込み」の算出等のための手引き」（平成 26年１月 20日内閣府子ども・

子育て支援新制度施行準備室事務連絡。以下「第一期手引き」という。）を基本としつつ、

「子育て安心プラン」（平成 29年６月２日公表）、「市町村子ども・子育て支援事業計画等に

関する中間年の見直しのための考え方（作業の手引き）【改訂版】」（平成 29年６月 29日内

閣府子ども・子育て本部参事官（子ども・子育て支援担当）事務連絡）等を踏まえ、第二期

の支援事業計画作成にあたっての「量の見込み」の算出等の考え方を提示する。 

 なお、今回提示する考え方の活用方法も含め、具体的な算出方法等については、各市町村

において地方版子ども・子育て会議等の議論を経て、適切に判断頂きたい。 
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2 

 

※ 各項目名後の（ ）内は、第一期手引きにおける該当ページを示している 

 

１ 提供体制確保の実施時期の設定（P3） 

 支援事業計画における提供体制確保の実施時期は、「子育て安心プラン」において目標年

次としている 2020年度末までに、量の見込みに対応する教育・保育施設及び地域型保育事

業を整備することを目指し、設定する。 

 

【参考】子育て安心プラン 

 

 

２ 量の見込みの算出に用いる子どもの年齢について（P9） 

量の見込みの算出に用いる子どもの年齢については、「調査又は抽出時における年齢」が

回答時点における年齢に最も近く、各年齢のニーズをより適切に把握できると考えられる

が、市町村の判断で４月１日時点での年齢（学年齢）によることも可能である。 

 

３ トレンドや政策動向、地域の実情等の考慮  

教育・保育の量の見込みの算出に当たっては、トレンドや政策動向、地域の実情等を十分

に踏まえること。 

特に、保育の受け皿整備の進捗による潜在需要の喚起や、「子育て安心プラン」において、

国においては、2018 年度末から 2020 年度末までの３年間で女性就業率 80％に対応できる

32 万人分の保育の受け皿整備をすることとしていることに留意するとともに、「『子育て安

心プラン』の実施方針について」（平成 29年 12月 21日子保発 1221第１号厚生労働省子ど
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3 

 

も家庭局保育課長通知）に基づく子育て安心プラン実施計画との整合性の確保を図ること。 

また、保育ニーズ（２・３号）のみならず、教育ニーズ（１号）についても、政策動向や

地域の実情等によって変動する可能性があることから、実態を適切に把握した上で、仮に提

供体制に不足が見込まれる場合には、幼稚園・認定こども園（１号）の定員増や、公立幼稚

園の入園対象年齢の満３歳への引下げ等により確実に提供体制を整備すること。 

なお、トレンドや政策動向、地域の実情等を考慮し、量の見込みに補正が必要であると見

込まれる場合には、例えば、第一期の支援事業計画作成に当たって実施した利用希望把握調

査等（基本指針第三の一３（二）に規定する教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の

現在の利用状況を把握するとともに、保護者に対する調査等をいう。以下同じ。）と第二期

の支援事業計画作成に当たって実施する利用希望把握調査等の結果を比較する方法や、こ

れまでの支給認定の実績値の推移の傾向を把握する方法などが考えられる。 

 

４ 都市開発部局との十分な情報共有 

都市開発部局と十分に情報共有、連携を行い、大規模マンション等の開発が行われる際に

は、量の見込みを大きく変動させる要因となり得ることから、必要に応じて補正を行うこと。

なお、保育所や地域型保育事業所等を併せて整備することにより、社会増に伴い必要となる

保育の受け皿を確保すること。 

※ 「10 放課後児童健全育成事業の量の見込み」（後述）も参照。 

 

５ ０歳児保育の量の見込み（P38） 

０歳児保育の量の見込みについては、次の点を考慮する必要がある。 

・現在の育児休業の取得状況 

  ・「１歳から必ず利用できる事業があれば、１歳になるまで育児休業を取得したい」者

の保育ニーズの、今後の保育サービスの拡充に伴う変動 

  ・１年超の育児休業取得の希望 

  ・年度当初から年度末にかけて、出生に伴い段階的に利用者数が増加すること 

このため、育児休業の取得状況の実態等を踏まえ、よりニーズの実態に近いものとなるよ

う、適切に量を見込むこと。 

 

６ 「調査票のイメージ」における設問の修正 

 第一期の支援事業計画作成時に示した「調査票のイメージ」（「子ども・子育て支援法に基

づく基本指針の概ねの案について」（平成 25年８月６日内閣府子ども・子育て支援新制度施

行準備室事務連絡）別紙４をいう。以下同じ。）問 15-1の選択肢について、次のように修正

すること。ただし、既に調査を実施している市町村においては、追加調査を依頼するもので

はない。 

なお、これに伴い、第一期手引きにおいて一部変更となる箇所があるため、次の表のとお
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り読み替えること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第一期手引き 

該当ページ 
読み替え前 読み替え後 

12,19,21,24,26 選択肢 3から 9 選択肢 3から 10 

38 「3 認可保育所」から「9 居宅

訪問型保育」 

「3 認可保育所」から「10 居宅

訪問型保育」 

 

７ 共働き等家庭の子どもの幼稚園利用について（P33） 

 共働き等家庭の子どもの幼稚園利用について、正確にニーズを把握することを目的とし

て、「調査票のイメージ」に問 16-2を追加すること。ただし、既に調査を実施している市町

村においては、追加調査を依頼するものではない。 

なお、幼稚園における預かり保育等の取扱いについての量の見込みの算出・確保方策の考

え方については、後日別途示す予定である。 

 

 

 

（通常の就園時間の利用） 

問 15-1の選択肢（設問省略） 

１．幼稚園                ２．幼稚園の預かり保育 

 

 

３．認可保育所              ４．認定こども園 

 

 

５．小規模な保育施設           ６．家庭的保育 

 

  

７．事業所内保育施設           ８．自治体の認証・認定保育施設 

 

 

９．その他の認可外の保育施設       10．居宅訪問型保育 

 

 

11．ファミリー・サポート・センター    12．その他（      ） 

 

（通常の就園時間を延長して預かる 

事業のうち定期的な利用のみ） 

（国が定める最低基準に適合した施設で都道府県等

の認可を受けた定員 20人以上のもの） 

（保育者の家庭等で５人以下の子ども 

を保育する事業） 
（国が定める最低基準に適合した施設で市町村の

認可を受けた定員が概ね６～１９人のもの） 

（幼稚園と保育施設の機能を併せ 

持つ施設） 

（企業が主に従業員用に運営する施設） （認可保育所ではないが自治体が 

認証・認定した施設） 

（ベビーシッターのような保育者が 

子どもの家庭で保育する事業） 

（地域住民が子どもを預かる事業） 
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８ 企業主導型保育施設の地域枠の活用  

基本指針において、企業主導型保育施設について、企業主導型保育施設の設置者と調整を

行い、地域枠について、市町村の利用者支援の対象とした場合には、２号認定子ども及び３

号認定子どもに係る教育・保育の提供体制の確保の内容に含めて差し支えないとされてい

ることから、その積極的な活用を図ること。 

 

 
2020年度 2021 2022 2023 2024 

1号 ２号 
３号 

… … … … 
０歳 １・２歳 

量の見込み 500 500 150 300 … … … … 

確
保
方
策 

特定教育･
保育施設 

500 480 140 290 … … … … 

企業主導型
保育施設の
地域枠 

－ 20 10 10 … … … … 

 

９ 特定教育・保育施設等の定員の取扱い  

（１）当該年度の翌年度の教育・保育提供区域における特定教育・保育施設及び

特定地域型保育事業所に係る必要利用定員総数が当該年度の必要利用定員総

数を上回る場合には、当該年度の翌年度の必要利用定員総数に基づき需給調整

を行うこと。 

（２）保育所や認定こども園の整備を新たに行った後、４・５歳児定員について

は、定員割れが生じる一方で、０～２歳児については、定員超過が生じること

が多いことに鑑み、運営開始後１～３年目については、４・５歳児定員を少な

く設定し、２年目以降については、入所児童の進級に伴い、４・５歳児の定員

の増加を図るなど、施設側と調整し、地域の保育ニーズに伴い、柔軟な定員設

定を行うこと。 

 

10 放課後児童健全育成事業の量の見込み（P40） 

（１）新たに策定するプランにおいては、女性の就業率の上昇や保育ニーズの高まりを踏ま

え、2023年度末までに放課後児童クラブの約 30万人分の更なる受け皿を拡大することと

問 16-2 問 16で「１．幼稚園（通常の就園時間の利用）」または「２．幼稚園の預

かり保育」に○をつけ、かつ３～12 にも○をつけた方にうかがいます。特

に幼稚園（幼稚園の預かり保育をあわせて利用する場合を含む）の利用を

強く希望しますか。当てはまる番号に○をつけてください。 

１．はい  ２．いいえ 
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しており、これを踏まえ、量の見込みを算出すること（基本指針を改正予定）。 

（２）小学校２年生以上の量の見込みについては、これまでの放課後児童健全育成事業の利

用の伸び率や小学校１年生に係る量の見込みとのバランスを見ながら、適切な数字を算

出すること。 

（３）放課後児童健全育成事業の利用の申し込みや登録児童・待機児童の実績値の分析に加

え、地域の実態に応じ、保育所の新設や大規模マンションの新設等、今後、量の見込みを

大きく変動させ得る要因の動向の分析や小学校４年生以上の高学年児童の利用ニーズの

分析を踏まえ、適切な補正を行うこと。 

 

※ 新たなプランを策定・発出後、本考え方の補足として、当該事業の量の見込みの算出

及び提供体制の確保の内容について、新たに策定するプランに基づく考え方を示す予定

である。市町村においては、本考え方及び追って発出予定の放課後児童健全育成事業に

関する補足の事務連絡の双方を参照いただき、量の見込みの算出等を行っていただきた

い。 

なお、放課後児童健全育成事業に係る利用希望把握調査等については、上記補足の事務

連絡の発出を待たず、他の調査と併せて行うことも差し支えない。 

 

11 子育て短期支援事業の量の見込み（P43） 

 「児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策」（平成 30 年７月 20 日児童虐待防止対

策に関する関係閣僚会議決定）においては、孤立した育児によって虐待につながることのな

いよう、子育て短期支援事業等の市町村の在宅支援サービスの充実と受け皿の確保を図る

こととしている。 

これを踏まえ、子育て短期支援事業の量の見込みについては、ニーズ調査の結果に加え、

市町村における児童虐待相談等から、保護者の育児疲れや育児不安などの事由により本事

業の活用が想定される数を算出し、量の見込みに加えるなど、適切な補正を行うこと。 

 

12 利用者支援事業の量の見込み（P66） 

利用者支援事業については、子育て中の親子にとって、より身近な場所に設置することが

できるよう、地域子育て支援拠点事業における量の見込みや、子育て世代包括支援センター

の設置を見据えた見込みとなるよう留意すること。 

なお、次のように基本型・特定型と母子保健型を分けて計画に記載すること。 
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 2020年度 2021 2022 2023 2024 

量の見込み 基本型・特定型 ５か所 … … … … 

確保方策 基本型・特定型 ５か所 … … … … 

 

 2020年度 2021 2022 2023 2024 

量の見込み 母子保健型 ５か所 … … … … 

確保方策 母子保健型 ５か所 … … … … 

 

 

13 今後のスケジュール（イメージ） 

 

国 都道府県・市町村 

2018年度 

【～３月】基本指針の改正作業 

改正基本指針の公布 

 

2019年度 

【２月頃～】量の見込みと確保方策の 

調査（～2020年４月頃） 

 

 

 

 

 

2020年度 

 

【～３月】利用状況把握調査等の実施・

集計（市町村） 

 

 

 

 

【～３月】量の見込みの算出・確保方策

の検討等、第二期支援事業計

画の作成作業（市町村及び都

道府県） 

 

 

【４月～】第二期支援事業計画期間開始

（市町村及び都道府県） 
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